
　

第11回定時株主総会招集ご通知に際しての
　

インターネット開示事項

　

個別注記表………………………………………………… １頁

　

上記の事項につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、イン
ターネット上の当社ホームページ（https://www.marketenterprise.co.jp）
に掲載することにより、株主の皆様に提供しております。

　

株式会社マーケットエンタープライズ

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2017年08月31日 15時23分 $FOLDER; 1ページ （Tess 1.50(64) 20161024_02）



個 別 注 記 表
　
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
（1） 資産の評価基準及び評価方法

たな卸資産の評価基準及び評価方法
商 品………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定）を採用しております。
貯 蔵 品………最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法

により算定）を採用しております。
有価証券の評価基準及び評価方法
　子会社株式………移動平均法による原価法
　その他有価証券
時価のないもの………移動平均法による原価法

（2） 固定資産の減価償却の方法
有 形 固 定 資 産………定率法によっております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した
建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 10～23年
車両運搬具 ２年
工具、器具及び備品 ３～20年

無 形 固 定 資 産………定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間
（５年）に基づく定額法によっております。

長 期 前 払 費 用………定額法を採用しております。
（3） 引当金の計上基準

貸 倒 引 当 金………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率によ
り、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不
能見込額を計上しております。なお、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等も
ないことから、当事業年度において貸倒引当金は計上しておりません。

（4） その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理………税抜方式によっております。
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(表示方法の変更)
前事業年度において、区分掲記しておりました営業外収益の「自販機収入」は、金額的重要性が乏しくな
ったため、当事業年度より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。

(追加情報)
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）
を当事業年度から適用しております。

　
２．貸借対照表に関する注記
（1） 有形固定資産の減価償却累計額

42,782千円
　

（2） 関係会社に対する債権・債務
短期金銭債権 3,308千円

　
（3）保証債務

連結子会社の借入金に対し債務保証を行っております。
株式会社ＭＥモバイル 15,555千円

　
３．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高
営業取引による取引高
売上高 13,902千円
営業取引以外の取引による取引高 2,295千円

　
　
４．株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末の自己株式の数

普通株式 174株
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５．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

　

繰延税金資産
未払事業税 1,786千円
未払事業所税 1,752千円
棚卸資産評価損 17,088千円
投資有価証券評価損 2,710千円
その他 2,179千円
繰延税金資産小計 25,517千円
評価性引当額 △10,074千円
繰延税金資産合計 15,442千円

　
　
６．１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額 180円63銭
１株当たり当期純損失（△） △2円96銭
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７．重要な後発事象に関する注記
新株予約権の発行
当社は、平成29年８月14日開催の当社取締役会において、当社及び当社関係会社の取締役及び従業員

（以下、「当社役職員等」という。）に対し、会社法第236条、第238条及び第240条の定めに基づき、第６
回新株予約権、第７回新株予約権及び第８回新株予約権を発行することを決議いたしました。
いずれの新株予約権も、当社グループの業績拡大及び企業価値の向上を目指すに当たり、当社役職員等の
より一層の意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものであります。なお、それぞれの新株
予約権についての概要は、以下のとおりであります。

（1） 第６回新株予約権（有償ストック・オプション）
本新株予約権は、中長期的な当社の業績拡大及び企業価値の向上を目指すにあたり、経営責任を明確化さ

せることを目的として、当社代表取締役に対して、有償にて新株予約権を発行するものであります。
そのため、本新株予約権には、権利行使条件として、平成30年６月期から平成34年６月期までのいずれ

か連続する２事業年度における経常利益の合計額が５億円を超過した場合と設定しております一方で、今後
当社株価が一定の値（注②）まで下落した場合には、本新株予約権の発行に係る取締役会決議の前営業日の
株価水準にて権利行使を義務付ける条項が付されており、当社大株主であり最高経営責任者である割当対象
者（当社代表取締役）が株価下落に対する一定の責任を負う内容となっております。

新株予約権の割当日 平成29年８月30日

新株予約権の数 1,200個

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 120,000株

新株予約権の発行総額 120,000円（１個あたり100円）

新株予約権の行使時の払込金額 562円

新株予約権の行使期間 平成31年７月１日から平成39年８月31日まで
新株予約権の行使により新株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 発行価格：562円 資本組入額：281円

新株予約権の行使の条件 （注）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

新株予約権の割当対象者及び割当個数 当社代表取締役（１名） 1,200個
（注）新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
①本第６回新株予約権の割当を受けた者（以下、「本第６回新株予約権者」という。）は、平成30年６月期か
ら平成34年６月期までのいずれか連続する２事業年度の経常利益の合計額が５億円を超過した場合に、本
第６回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定においては、当社の提出した有
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価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告基準の適用等により参照
すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会にて定めるものとする。

　
②上記①にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所におけ
る当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額に50％を乗じた価格を下回った場合、本第６回新株予
約権者は残存するすべての本第６回新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものと
する。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったこと
　が判明した場合
(c)当社の上場廃止、倒産、その他本第６回新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変
　更が生じた場合
(d)その他、当社が本第６回新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

　
③本第６回新株予約権者が死亡した場合、本第６回新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下、「権利承
継者」という。）が相続する場合に限り、権利承継者が本第６回新株予約権を行使することができる。な
お、権利承継者が死亡した場合、権利承継者の相続人は本第６回新株予約権を相続できない。

　
④本第６回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本第６回新株予約権の行使を行うことはできない。

　
⑤各本第６回新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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（2） 第７回新株予約権（有償ストック・オプション）
本新株予約権は、当社の業績拡大及び企業価値の向上を目指すに当たり、当社役職員等の一体感と結束力

をさらに高め、より一層の意欲及び士気の向上を図ることを目的として発行されるものであり、その権利行
使条件として、平成30年６月期から平成34年６月期までのいずれか連続する２事業年度における経常利益
の合計額が５億円を超過した場合と設定しております。
当社は、一般的に実施されているストックオプションのような従来型のインセンティブプランではなく、

信託を用いた本インセンティブプランを活用することにより、当社役職員等を対象として、当社への貢献度
に応じて、予め定めた本新株予約権の交付ガイドラインに従って新株予約権を分配することができます。こ
れにより、当社は、当社企業価値の向上に向けた当社役職員等の貢献を公平に評価した上で新株予約権を分
配することができるようになり、既存の新株予約権を用いたインセンティブプランよりも一層、当社役職員
等の当社への貢献意欲の向上を図ることができ、また優秀な人材を誘引できるものと期待しております。

新株予約権の割当日 平成29年８月30日

新株予約権の数 2,000個

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 200,000株

新株予約権の発行総額 1,200,000円（１個あたり600円）

新株予約権の行使時の払込金額 562円

新株予約権の行使期間 平成32年10月１日から平成39年８月31日まで
新株予約権の行使により新株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 発行価格：562円 資本組入額：281円

新株予約権の行使の条件 （注１）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

新株予約権の割当対象者及び割当個数 中村 彰利 （注２）
（注１）新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
①本第７回新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本第７回新株予約権を行使するこ
とができず、受託者より本第７回新株予約権の付与を受けた者（以下、「受益者」または「本第７回新株予
約権者」という。）のみが本第７回新株予約権を行使できることとする。

　
②受益者は、平成30年６月期から平成34年６月期までのいずれか連続する２事業年度における経常利益の
合計額が５億円を超過した場合に限り、本第７回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常
利益の判定においては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものと
し、国際財務報告基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照す
べき指標を取締役会にて定めるものとする。

　
③受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員である
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ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場
合は、この限りではない。

　
④受益者が死亡した場合、本第７回新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下、「権利承継者」という。）
が相続する場合に限り、権利承継者が本第７回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が
死亡した場合、権利承継者の相続人は本第７回新株予約権を相続できない。

　
⑤本第７回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
することとなるときは、当該本第７回新株予約権の行使を行うことはできない。

　
⑥各本第７回新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　
（注２）本第７回新株予約権は、中村 彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社

役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。
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（3） 第８回新株予約権（有償ストック・オプション）
本新株予約権は、前述の第７回新株予約権と同様の目的として発行されるものであり、その権利行使条件

として、平成30年６月期から平成38年６月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を超過
した場合と設定しております。
また、前述の第７回新株予約権同様の背景から、信託を用いたインセンティブプランとなっております。

新株予約権の割当日 平成29年８月30日

新株予約権の数 1,200個

新株予約権の目的となる株式の種類 当社普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 120,000株

新株予約権の発行総額 120,000円（１個あたり100円）

新株予約権の行使時の払込金額 562円

新株予約権の行使期間 平成35年10月１日から平成39年８月31日まで
新株予約権の行使により新株式を発行する場合の
株式の発行価格及び資本組入額 発行価格：562円 資本組入額：281円

新株予約権の行使の条件 （注１）

新株予約権の譲渡に関する事項 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の決議に
よる承認を要するものとする。

新株予約権の割当対象者及び割当個数 中村 彰利 （注２）
（注１）新株予約権の行使の条件に関する事項は、次のとおりであります。
①本第８回新株予約権の割当を受けた者（以下、「受託者」という。）は、本第８回新株予約権を行使するこ
とができず、受託者より本第８回新株予約権の付与を受けた者（以下、「受益者」または「本第８回新株予
約権者」という。）のみが本第８回新株予約権を行使できることとする。

　
②受益者は、平成30年６月期から平成38年６月期までのいずれかの事業年度における経常利益が10億円を
超過した場合に限り、本第８回新株予約権を行使することができる。なお、上記の経常利益の判定におい
ては、当社の提出した有価証券報告書における連結損益計算書の数値を参照するものとし、国際財務報告
基準の適用等により参照すべき指標の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役
会にて定めるものとする。

　
③受益者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の取締役または従業員である
ことを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場
合は、この限りではない。

　
④受益者が死亡した場合、本第８回新株予約権全部を法定相続人の内１名（以下、「権利承継者」という。）
が相続する場合に限り、権利承継者が本第８回新株予約権を行使することができる。なお、権利承継者が
死亡した場合、権利承継者の相続人は本第８回新株予約権を相続できない。

　
⑤本第８回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過
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することとなるときは、当該本第８回新株予約権の行使を行うことはできない。
　
⑥各本第８回新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。

　
（注２）本第８回新株予約権は、中村 彰利氏を受託者とする信託に割り当てられ、信託期間満了日時点の当社

役職員等のうち受益者として指定された者に交付されます。

８．その他注記
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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